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は じ め に

現行の都市計画法が、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均

衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として施行されてから、早数

十年が経過いたしました。

開発許可制度は、この都市計画法の目的を実現するため、合理的な土地利用と計

画的なまちづくりについて具体的な誘導規制を行うことを基本としております。

本制度の適用の範囲は都市計画区域内だけでありましたが、平成12年の法改正で

都市計画区域外まで拡大され、国土のすべてが規制の対象となりました。

本県では、9市10町において都市計画区域が定められており、特に、宮崎広域都市

計画区域並びに日向延岡新産業都市計画区域の2都市計画区域（3市2町）では、市

街化区域と市街化調整区域に区分するいわゆる線引きが行われており、それぞれ制

度の適用が図られております。

こうした中、本制度の運用につきましては、社会経済情勢の変化や地域特性に即

した見直し等が進められ、逐次、許可基準や申請手続き等の整備充実が図られてま

いりました。

また、この手引につきましては、県のホームページからダウンロードが可能とな

った平成19年5月以降、平成20年4月には「都市の秩序ある整備を図るための都市計

画法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第46号）が平成19年11月30日に施行

されたことに伴う改正を行い、平成22年7月には宮崎県開発審査会審査基準第21号

の追加等による改正を行っておりましたが、第3回目の改正となる今回は、都市計

画法第34条第11号の規定による条例である｢都市計画法施行条例を改正する条例｣が

平成23年9月29日に施行されたことに伴い、市街化調整区域内の大規模な既存集落

のうち知事が指定した区域については、自己用の一戸建て住居に限り建築を認める

こととなったことから、第3章第5節11「市街化調整区域における建築物の立地基準

の緩和」を中心とした見直しを行ったものです。

加えて、「安全なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の一部を改

正する法律（令和2年法律第43号）が令和4年4月1日に施行されたことに伴う運用の

見直し、日本標準産業分類改訂に伴う参考資料等の見直しも行っています。

終わりに、本県における開発許可行政の基本的な考え方と手続きについてまとめ

たこの手引が、当該業務に関係される方々の実務書として幅広く活用されることを

期待いたしますとともに、本書を参考にしていただき関係者の皆様方が良好な都市

環境づくりに積極的に参加されるようお願いいたします。

令和5年3月

宮崎県県土整備部建築住宅課長 巢山 昌博
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